
             
 
 
 
 
Ⅰ．研究の背景・目的                  
 訪問看護は急性期の看護より、むしろ慢性期の

看護が中心であることが多い。慢性期の看護は利

用者の病態が安定期にあるがゆえに、看護師自身

がより、自覚的に看護に取り組まない限り、状況

に流され、単調化しやすい。今回私達は「乾燥性

スキントラブルの改善」に焦点をあて、アセスメ

ントの共有化を目的とした行動計画を展開した。

計画実行時は 12 月～1 月と冬場に向けての乾燥
及び痒みの出現の時期でもあり、より利用者の状

態に応じたケア計画を立案・修正することが必要

であった。行動計画に基づいて、利用者の療養環

境と看護の現状を再アセスメントすることで、よ

り適したケアプランの立案と看護の実践を行い、

チームスタッフ内で平準化された質の高い看護

サービスを利用者に提供していくことを目的と

した。ここにその結果から幾つかの示唆を得たの

で報告する。 
Ⅱ．研究の方法 
当ステーションの利用者で H16.11～H17.1 の

二ヶ月間、乾燥に伴う痒みを症状とする、7 事例
を抽出した。具体的に以下の実践計画に添って実

施した。 
・乾燥に伴う痒みによる諸症状と、症状を引き起

こす環境をテーマに K－J 法を利用し、アセス
メントシートを作成した。 

・スタッフ各自がアセスメントシートを実施した

結果を基に、週 1回のミーティングで項目内容
の修正と共有化を図った。 

・皮膚症状と環境のチェック表、乾燥肌にならな

い為のケアアドバイスを書面にて作成し、関係

機関、家族、本人に説明。情報を共有した。 
・複数担当制を活用し定期的な同行訪問で、観察、

評価を平準化した。 
・週 1回のカンファレンスを実施し、情報の共有 

と評価を実施した。 
Ⅲ・研究結果（訪問看護の実際から） 
（事例 1） 
８７歳男性、頚部腰部脊椎間狭窄症、慢性呼吸 
 
 
と評価を実施した。 
Ⅲ．研究結果(訪問看護の実際から) 
(事例１) 
87歳男性、頸部腰部脊椎間狭窄症、慢性呼吸不全。
要介護 4。 
主介護者である親しい女性 60歳代と 2人暮らし。
日中は、ほぼ連日、ヘルパーが入っている。 
同ビル内に子供達家族が居住。本人は皮膚湿潤計

の数値に興味は示すものの、暑い部屋を好み、皮

膚乾燥の改善に対する意欲が長続きせず、皮膚に

とって良い環境が整えづらかった。しかし、同居

人とヘルパーが対応法を理解し、室内環境を整え

る工夫、努力がなされた。期間中、若干の皮膚乾

燥の改善が見られた。 
（事例 2） 
95歳女性 脳梗塞（右半身麻痺） 要介護度 4 
長女夫婦と同居。日中介護者就労のため不在。留

守中に他者を家に入れたくないということもあ

り、訪問看護サービスのみ利用。1週間～10日に
1 度長女夫婦によりシャワー浴を実施。頭部、四
肢落屑著明。パンフレットや日中の水分補給、薬

剤の説明を再度行い、保清後塗用を続けてもらい、

効果を認識される。その後こまやかに見て下さる

ようになり改善した。血行障害により下肢指壊疽

し感染予防の必要あり、ケアマネージャーよりタ

イミングを逃さず話をしてもらい、保清の重要性

と介護軽減も含め巡回入浴導入に至った。 
(事例 3) 
80歳女性 パーキンソン症候群 要介護度 1 
独居生活にて 24 時間ヘルパーを利用。次男、長
女が近郊に在住だが、介入に消極的である。老人

性掻痒症により全身掻痒感、掻破傷があった。そ

の為、乾燥改善のパンフレットの説明をすると、

本人の関心度は高く、実施チェック表へ積極的に
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記録を行うことが出来た。これにより乾燥の原因

に気付き加湿器の導入、入浴方法の改善、水分摂

取量が増えた。この結果皮膚症状は改善した。 
Ⅳ．考察 
１．看護師自身の問題意識の意識改革 
（アセスメント用紙を用いて） 
今回新たにアセスメントシートを作成するこ

とで看護師間でのアセスメントの共有化、強

化を図ることができた。また利用者の療養環

境を再アセスメントする機会を手にすること

によって、自分自身の看護を振り返り現状の

正当な評価を下すことで、プランニング再考

の必要性、その有無を判断する好機を得るこ

とができた。又、利用者の性格や療養環境か

ら「仕方ない」と対応を避けてしまうケース

であっても、看護師のアクションにより変化

が起こることを改めて学び、意識改革につな

げることができた。そして利用者、家族に日々

のケア内容について看護師自身が問題意識を

もって働きかけることによって、ケア内容全

体に何らかの波及効果を及ぼし改善に結びつ

くことを実感した。 
２．利用者、家族の意識付け 
計画実行一週間後、ケアの継続をするものと

途中で中断されてしまうものがあった。中断

される理由として（1）自己主張が強い利用者
の場合、利用者自身が主体的にケアを望まな

い（2）利用者と介護者の関係性で、介護者が
利用者に主従的に関わっていることがあった。

しかしながら利用者がケアに主体的である場

合や利用者自身のケア意欲、能力が不十分な

場合であっても、介護者がそれを上回るケア

に対する理解と利用者との力関係が存在して

いれば、より効果的なケアの継続を図ること

が出来た。また事例 2 からでは介護者が多忙
で不在のことが多く、ケアの継続が難しい場

合だったが、定期的に会う時間を設定し、継

続性を図れるような指導をすることが必要で

あった。そのため介護者の関心を皮膚に向け

させるために、実際のケアを見学して頂く事

で介護者の着眼点が広がりケアに対し波及効

果をもたらすことができた。看護師の知識と

しては当然と思っていたことでも、利用者・

家族には情報がなかったり、間違って理解さ

れている場合もあり、一つ一つ確認する意味

でも時期を見極め情報提供していくことの必

要性を感じた。 
3．ヘルパー間のネットワークの促進 
数人のヘルパー利用がある場合、配布したパ

ンフレットが良い指導効果をもたらし、ヘルパ

ー間でのネットワークで認識が広まっていっ

た。今回皮膚湿潤計を用い、部位によって薬剤

の使い分けの必要性（同じ痒みでも原因が乾燥

とカビがあること）があることを具体的な数値

の提示を行うことでより納得を得ることがで 
きた。その結果ヘルパーさんの意識の促進に

もつながり連携したケアを展開することが出

来るようになった。 
Ⅴ．終わりに 
今回の取り組みは、一部の限られた対象によるも

のであった。しかし、看護師の意識改革が利用者、

介護者の意識付けを呼び起こす変化を大いに実

感することが出来た。今後更に、様々な看護問題

に焦点を当て、より多くの利用者を対象に日々の

業務の中で日常的に取り組むことを今後の課題

としたい。 
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